
裁判官会議（第4回）議事録

令fl l5年2月 1 日 （水曜l l )

裁半ll'官会議室において、午前] ()時3 ()分開議

出席者戸倉長官、 山口、深山､ 三楠、 草野、宇賀、林､岡村、長嶺､安浪、擴避

岡、堺、 今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く“

議事

裁判所職員 （裁判官以外）研修に間する重要な事項及び令和5年度の裁判所職員

（裁判官以外）の研修に…〕いて

後藤裁判所職員総合研修所長から、 資料に基づき、裁判所職員（裁判官以外）

研修に関する重要な事項について説明がル)り、原案どおり決定した
』

所職員 （裁判官以外）の研修及び養成について報告がさオ'た．

裁判士十P
rトノもー

午前1 （)時5(）分終~r
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裁|11宮会議（第5回）議事録

令和5年2月月日 （水曜ll )

裁判官会議室におい』て、午前1 ()時3()分開講

出席者戸倉長官、 山u、深| |｣、 三捕、草野、宇賀、林、岡村‘ 長嶺、安浪、渡邊、

岡、堺、今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く:

議事

ﾉ、事について

|1l 徳岡人事局長から、資料第］に基づき、人事関係事項について説明があり、

1の裁判官の退'自，については、報告及び原案どおり決定l_ 、 2の裁判官の転補

等及び3の裁判官d〕判事任命については、いずれも原案どおり決定し、 4の司

法研修所教官等の委嘱等については、報告がされた‘‘

（2） 徳岡人事局長から、資料第2に基づき、 山形地方、家庭裁判所長の補職等に

ついて説明があし) 、吹〃)とおり決定した〃

仙台高等裁判所判事深沢茂之の定年退'自'に伴い、 山形地ﾉﾉ、家庭裁判所長渡

邉英敬をｲl11台高等裁判所判事（部の事務総括背） としくそ(7)後任者を知的財産

高等裁判所判事中平健とする。

午前1 ()時35分終『
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裁判官会議資料粥｜
《1月2 日開催〉
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裁判官会議（第6回）議事録

令和5年2月1 5日 （水曜日）

裁判官会議室において、午前1 （)時3（)分開議

出席者戸倉長官、 | ll口、深山、三浦、草野、宇賀、林、 岡村、長嶺、安浪、渡邊、

岡、堺、 今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く。

議事

1 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規

則〃)一部を改正する規則について

門田民事局長から、資料第1に基づき、標記の規則について説明があり、原案

どおり決定した｡

2 人事について

徳岡人事局長から、資料第2に基づき、横浜家庭裁半ll所長の補職等について説

明があり、次のとおり決定した…

東京高等裁判所判事高橋讓の依願免本官に伴い、横浜家庭裁判所長松井英隆を

東京高等裁判所判事（部0)事務総括者） とし、その後任者を長野地方、家庭裁判

所長萩本修とし、その後任者を東京地方裁判所判事江原健志とする&

午前1 ()時37分終了

巳
兇
吟
漣

議 長

車

字

廿

噴 J ＊
4

割

安ヌ

'8 a q

I 、秘書課長

凪
丑
Ｑ



裁判官会議（第7回）議事録

令和5年2月22日（水曜日）

裁判官会議室において､午前］ （)時3 （)分開讓

出席者戸倉長官、 山口、深山、三浦、草野､宇賀、林、岡村、長嶺、安浪、漣邉、

岡、堺、今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く・

議事

］ 民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続の見直しに関する要綱

について

門田民事局長及び馬渡家庭局長から、資料第1に基づき、標記の要綱について

報告が渉)った。

2 法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会の結果について

吉崎刑事局長から、資料第2に基づき、標記の結果について報告があった。

3 －戸籍法等の改正に関する要綱について

馬渡家庭局長から、資料第3に基づき、標記の要綱について報告があった

4 人事に一)いて

(1) 徳岡人事局長から、資料第4に基づき、人事関係事項について説明があり、

裁判官の転補等については、原案どおり決定した。

(2) 徳岡人事局長から、資料第5に基づき、大分地方、家庭裁判所長の補職等に

ついて説明があり、次のとおり決定した“

ア大阪高等裁判所判事和田真の依願免本官に伴い、福岡高等裁判所判事（部

の事務総括者）辻川靖夫を大阪高等裁判所判事（部の事務総括者） とし、そ

の後任者を大分地方、家庭裁判所長松藤和博とし、その後任者を福岡高等裁

判所半U事森冨義明とする。

イ 最高裁判所事務総局審議官兼情報政策課長染谷武宣を東京地方裁判所判事

（部(/)事務総括者） とし、その後任者を最高裁判所事務総局総務局参事官兼

情報政策課参事官清藤健一とする“

午前1 （)時55分終了
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裁判官会議資料易斗
（ 2月ユュ日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和5． 2．22提出）

裁判官の転補等について

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

司研教官（東京地判事･東京簡裁判

事）

鈴木謙也（46）

東京地判事（部総括） ．東京簡裁判

事

司研教官（東京地判事・東京簡裁判

事）

前澤達朗（48）

東京簡裁判事

須賀康太郎（50）

東京高判事東京地判事・東京簡裁判事

「


